
利　用　契　約　書

　　　　　　　　　　　　様（以下「利用者」という。）と、株式会社ハートライフケアが運営する「ゆらり倶楽部大和」以下「事業者」という）は、小規模多機能型居宅介護、及び、介護予防小規模多機能型居宅介護（以下「サービス」という。）について、次のとおり契約します。

（目的）

第１条　事業者は、介護保険法の趣旨に従い、利用者が住み慣れた地域での生活を
継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むこと
ができるよう支援することを目的として、第４条に定める小規模多機能型
居宅介護サービスを提供します。また、利用者は、事業者から提供を受け
たサービスの料金を支払います。
（契約期間）
第２条　本契約の期間は、契約日より要介護認定または要支援認定の有効期間満了
日迄とします。ただし、契約期間満了日までに、申し入れがない場合は本
契約を自動更新します。
２　自動更新された場合の契約期間は、更新後の要介護認定及び要支援認定の有効期間の満了日迄とします。
（代理人）
第３条　事業者は利用者に対して代理人を定めます。但し､後見人等､又は､親族が
いない場合はその限りでない｡
2　代理人は、本契約に定められた債務の支払い義務、権利の行使、その他契
約内容の変更または終了に関する事項について、利用者を代理します。
（居宅サービス計画、及び、小規模多機能型居宅介護計画の決定・変更）

第４条　事業者は、事業所の介護支援門員（以下、「介護支援専門員」という）に利用者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させます。
２　介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望、及び、その置かれている
環境を踏まえ、援助の目標、当該援助の目標を達成するための具体的なサ
ービス内容等を記載した「居宅サービス計画」、及び「小規模多機能型居
宅介護計画」を作成します。
３　事業者は、「居宅サービス計画」、及び「小規模多機能型居宅介護計画につ
いて利用者、及び、その家族等（以下「代理人」という）に対して説明し、
同意を得た上で決定するものとします。
４　事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、援助目標や具体的なサービス内容を変更する必要がある場合、または、利用者もしくはその家族等の要請に応じて「居宅サービス計画」、及び「小規模多機能型居宅介護計画」について、変更の必要性の有無を調査し、その結果、必要性があると認められた場合には、利用者及びその代理人と協議し、「居宅サービス計画」、及び、「小規模多機能型居宅介護計画」を変更するものとします。
５　前項の変更に際して、医療系サービスなど「居宅サービス計画」の変更が必要となる場合は、速やかに関係事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
６　事業者は、「居宅サービス計画」、及び「小規模多機能型居宅サービ計画」を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、同意を得た上で決定するものとします。

（介護保険給付対象サービス）
第５条　事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点にお
いて利用者に対して日常生活上の世話、及び、機能訓練を提供するサービ
ス（以下、「通いサービス」という）、利用者の居宅に訪問して介護等を行
うサービス（以下、「訪問サービス」という）、及び、事業者のサービス拠
点に宿泊するサービス（以「宿泊サービス」という）を柔軟に組み合わせ、
小規模多機能型居宅介護計画に沿って提供します。

（サービス提供の記録）

第６条　事業者はサービスの提供記録を作成し、本契約終了後５年間保管します。

２　利用者及びその代理人は、事業者の営業時間内に事業所にて、利用者のサ
ービス実施記録を閲覧できます。
3　利用者及びその代理人は、本契約のサービス実施記録の写しを受けること
ができます。

（サービス利用料金の支払い）

第７条　利用者はサービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用料を支い
ます。

２　事業者は、翌月１０日を目安に請求書を利用者に送付します。

３　利用者は、事業者の指定する口座振替により支払います。やむを得ず口座
振替ができない場合は、事業者と協議の上定めます。
　　４　事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時は、領収書を発行します。
　　５　事業者は、利用者がサービス提供日の前日１７時３０分までに、サービス
中止の申し入れができない場合、利用者はキャンセル料を支払います。
（料金の変更）
第8条 事業者は、利用者に対して、１ヶ月前までに文書で通知することにより、
利用料および食材料費等の単価の変更（増額または減額）を申し入れるこ
とができます。
２　利用者が料金の変更を承諾する場合、新たに重要事項説明書を作成しお互
いに取り交わす事とします。

３　利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知すこ
とにより、この契約を解約することができます。
（サービスの中止）
第9条　事業者は、利用者の体調不良等の理由により、サービスの実施が困難と
判断した場合に、サービスを中止することができます。
（契約の終了）
第10条　利用者は、事業者に対して申し入れすることにより、本契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合
は、代理人の申し入れにより解約することができます。
2　事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の
予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を
解約することができます。
3　次の事由に該当した場合は、利用者は，申し入れすることにより、直ち
にこの契約を解約することができます。
①　事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
②　事業者が、守秘義務に反した場合
③　事業者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する不正
不当な行為を行った場合
４　次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより直ちに
この契約を解約することができる。
①　利用者のサービス利用料金の支払い日から１ヶ月以上遅延し、料金
を支払うよう催告したにもかかわらず、7日以内に支払われない場
合
②　利用者が正当な理由なく、サービスの中止をしばしば繰り返した場
合、または利用者の入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたっ
てサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③　利用者またはその家族が、事業者やサービス事業者または他の利用
者に対してこの契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
５　次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了する。

①　利用者が、介護保険施設に入所した場合

②　利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合

③　利用者が死亡した場合

④　大和市から住所を転出した場合
（ハラスメントに関する禁止行為）
第１１条　利用者またはご家族は、施設職員及び外部サービス提供者の心身の安全に留意し、施設職員及びサービス提供者に、過剰又は不合理な要求をしてはならない。
　　　2　利用者またはご家族は、他者によるハラスメント行為に加担してはならない。
　　　3　当事業所は、利用者またはご家族によるハラスメント行為を見つけた場合書
面による抗議をし、改善が見られない場合は、第10条に従い、契約解除
を行うことができる
　具体的なハラスメント行為（例）
①　暴力行為（職員が回避したため危害を免れた場合を含む）
叩く、蹴る、つねる、ひっかく・噛みつく、唾を吐く・手を払いのけ
る・服を引きちぎる　・首を絞める　・刃物を向けるなど
②　乱暴な言動や威嚇行為
大声を発する・怒鳴る・理不尽な要求の強要・嫌がらせなど
③　セクシャルハラスメント
必要もなく体を触る、手を握る・抱きつく・卑猥な言葉など

④　カスタマーハラスメント
・大きな怒鳴り声、侮辱的発言、人格否定や名誉棄損、殴る・蹴る・叩
く、物を投げつける、物にあたる行為など
・職員に対して脅迫的言動・威嚇的言動など
・理不尽な要求について繰り返し電話等で問い合わせや面会を求めてく
るなど・正当な理由がなく権威を振りかざし要求を通そうとする行為、
文書等での謝罪又は土下座の強要など
・クレームの詳細が分からない状態での、職場外に呼びつける行為など
・ＳＮＳ/インターネットで名誉を毀損する、またはプライバシーを侵害
する情報を掲載する行為など
⑤　その他
連絡先等、個人情報を何度も聞く・ストーカー行為など
（守秘義務）
第１２条　事業者および事業者の使用するものは、サービスを提供する上で、知
り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に
漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様とします。
２　事業者は、利用者からあらかじめ文章で同意を得ない限り、サービス
担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
３　事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サ
ービス担当者会議等において、利用者の家族等の個人情報を用いませ
ん。
４　事業者は、利用者の医療上緊急性がある場合には、医療機関等に利用
者に関する情報を提供できるものとします。
（賠償責任）
第１３条　事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由によ
り利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対して
その損害を賠償します。ただし、事業者は利用者に重過失がある場合は、
賠償責任の免除または減額ができるものとします。
（緊急時・事故発生時の対応）
第１４条　事業者は、現に小規模多機能居宅介護の提供を行っているときに利用者
の病状の急変または、事故が生じた場合には、速やかに市町村、家族等
への連絡等必要な措置を講じるとともに、事故の状況及び事故に関して
執った措置を記録し、併せて事故発生の原因・再発防止の検討を行いま
す。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとします。

（連　携）
第１５条　事業者は、小規模多機能居宅介護の提供に当たり、介護支援専門員およ
び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供する者との連携に努め
ます。事業者は、この契約の内容が変更された場合、またはこの契約が
終了した場合は、地域包括支援センター及び担当となる居宅介護支援事
業所に連絡します。また、第１０条第２項または４項に基づいて解約通
知をする場合は、事前に地域包括支援センター及び担当となる居宅介護
支援事業所に連絡します。
（秘密保持）
第１６条　業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び家族等に関する個
人情報を、サービスを行う上で正当な理由がある場合を除き、漏らして
はいけません。　
２　事業者は、「個人情報に関する同意書」により同意を得た上で、正当な
理由がある場合のみ、関係医療保険福祉機関等への情報提供ができます。
（相談・苦情対応）
第１７条　事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、サービ
スに関する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応します。
（感染症防止対策）
第１８条　事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
（1）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する
委員会をおおむね６ケ月に１回以上開催するとともに、その結果につい
て、従業者に周知徹底を図る。
（2）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する
（3）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研
修及び訓練を年1回以上実施する。
（非常災害対策）
第１９条　事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処す
るための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者　
を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。また、
訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるも
のとする。
（職員研修の実施）
第１８条　事業者は、全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支
援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格
を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、介護に係る基礎的
な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業
者の資質向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、業務の執
行体制についても検証、整備する。
（1） 採用時研修　採用後３ケ月以内
①　虐待防止に関する研修
②　感染症（BCP）に関する研修・訓練
③　非常災害対策（BCP）に関する研修・訓練
④　新規採用時の研修
（2） 継続研修　　年１回以上
（本契約に定めない事項）
第１９条　利用者及び事業者は､信義誠実をもってこの契約を履行するものとしま
す。
２　この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定
めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。
（介護・予防給付）重要事項説明書
１　事業主体概要
	事業主体名
	株式会社　ハートライフケア

	法人の種類
	株式会社

	代表者
	代表取締役　藤井　克樹

	法人の所在地
	〒254-0012
神奈川県平塚市大神5-19-8

	主たる事務所
	〒243-0014
神奈川県厚木市旭町5-43-14
パストラルASAHI　202
（電話番号） 046-258-9211（FAX）046-258-9212

	資本金
	2600万円

	その他の事業
	認知症対応型グループホーム、地域密着型有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援


２　事業所概要
	事業種類
	（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業

	事業所名（事業所番号）
	ゆらり倶楽部 大和　（1493000507）

	運営の方針
	要介護・要支援状態の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

	開設年月日
	平成23年5月1日

	所在地
	〒242-0021
神奈川県大和市中央６丁目12番4号
（電話番号）046-200-3351
（FAX）046-200-3353

	交通の便
	小田急線・相鉄線「大和駅」から徒歩１５分

	敷地概要(権利)
	借地

	建物概要(権利)
	借家

	食事提供
	自社提供

	災害防犯設備
	緊急通報装置　消火器　スプリンクラー

	損害賠償保険加入
	特定非営利活動法人　全国認知症グループホーム協会


３　施設の概要
	定員
	2９名（通いサービス：1８名、宿泊サービス：6名）

	居室
	6室（５室：12.15㎡　1室：8.77㎡）各室個室

	浴室
	一般浴・介護浴槽・共同浴槽

	食堂兼機能訓練室
	1室　55.06㎡

	面談室（居室兼用）
	1室　8.77㎡

	送迎車
	4台

	第三者評価の実施※参照
	あり　　　　　　なし

	実施した直近の年月日
	令和　　　年　　　月　　　日

	評価機関の名称
	

	評価結果の開示状況
	開示　　　　　非開示


· 第三者評価について
当事業所は、サービスの質を客観的に評価し、改善や向上に努めるために、外部評価・第三者評価を実施しています。外部評価・第三者評価は、都道府県が指定する外部評価機関が行うもので、事業所が行った自己評価結果に基づいて、サービスの内容や運営状況などをチェックします。外部評価・第三者評価の結果は、利用者やその家族地域の方々に公表されます。外部評価・第三者評価を通じて、サービスの透明性や信頼性を高めるとともに、利用者の満足度や安心感を向上させることを目指しています。

４　職員体制
	職種
	員数
	職務内容

	管理者
	１
	事業所の従業者の管理及び業務の管理を行うと共に、各居宅介護支援事業者との連携や苦情処理などの業務にあたる

	介護支援専門員
	１
	小規模多機能型居宅介護計画の作成、居宅サービス計画の作成、サービス利用に関する届出の代行を行う

	介護従事者
	
	運営規程に従って利用者の介護を行う。うち1名は看護師とする


５　勤務体制
	勤務体制
	早番　 ７：00　～  16：00
早番　 ８：00　～  17：00

日勤　 ９：00　～  18：00
遅番　11：00　～  20：00
夜勤　17：00　～ 翌10：00

	サービス提供時間
	訪問　 24時間
通い 　9：00～ 17：00
宿泊　 17：00～翌9：00

	サービス提供地域
	大和市内全域


6　営業時間
	訪問サービス　　　　　 24時間対応

	通いサービス　 　　　　9：00～ 17：00
宿泊サービス　　　　　17：00～翌9：00


7　営業日
	年中無休


8　サービス内容
	· 訪問サービス　　（自宅に訪問し、見守り援助や服薬管理などを行います。）
· 宿泊サービス　　（ホームに宿泊し、以下のサービスを受けることができます。）
· 通所サービス　　（ホームに通い、以下のサービスを受けることができます。）
1. 送迎　　　　　　（ご希望により自宅と事業所間の送迎を致します。）
2. 食事　　　　　　（食事を提供します。）
3. 入浴　　　　　　（適切な入浴を援助します。）
4. 排泄　　　　　　（適切な排泄を援助します。）
5. 機能訓練　　　　（身体機能の低下を防止するよう努めます。）
6. レクリエーション（趣味活動、創作活動、ゲームなどを行います。）
7. 行事　　　　　　（季節の行事活動などを行います。）
（サービスとしてできないこと）
1. ご家族に対して行うこととなる家事援助など。
2. 金品や重要な書類や印鑑などの管理。
3. その他、事業運営に支障をきたすことが考えられるサービス。


9　キャンセル料
	サービス利用7日前　17:30以前にキャンセルした場合
	無  料

	それ以降
	食費のみ負担


10　利用料金
（1） 指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用料金
	
	基本単位/各加算
	単位数
	10割負担
	一部負担（1割）
	一部負担（2割）
	一部負担（3割）
	備考

	基本額
	要支援1
	3,450
	34,500円
	3,450円
	6,900円
	10,350円
	

	
	要支援2
	6,972
	69,720円
	3,972円
	7,944円
	11,916円
	

	
	要介護1
	10,458
	104,580円
	10,458円
	20,916円
	31,374円
	

	
	要介護2
	15,370
	153,700円
	15,370円
	30,740円
	46,110円
	

	
	要介護3
	22,359
	223,590円
	22,359円
	44,718円
	67,077円
	

	
	要介護4
	24,667
	246,670円
	24,667円
	49,334円
	74,001円
	

	
	要介護5
	27,209
	272,090円
	27,209円
	54,418円
	81,627円
	

	１か月あたり
	認知症加算Ⅲ
	760
	7,600円
	760円
	1,520円
	2,280円
	日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症のご利用者に対し算定する1月あたりの料金加算

	
	認知症加算Ⅳ
	460
	4,600円
	460円
	920円
	1,380円
	要介護状態区分が要介護2であるご利用者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のご利用者に対し算定する1月あたりの料金加算

	
	若年性認知症利用者受入加算
	800
	8,000円
	800円
	1,600円
	2,400円
	若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること

	
	看護職員配置加算Ⅱ
	480
	4,800円
	480円
	960円
	1,440円
	下記を満たす場合に算定される1月あたりの料金加算①常勤の看護師を1名以上配置していること

	
	訪問体制強化加算
	1,000
	10,000円
	1,000円
	2,000円
	3,000円
	下記の3点を満たす場合に算定される1月あたりの料金加算　①訪問サービスを担当する常勤の従事者を2名以上配置していること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②延べ訪問回数が1月あたり200回以上であること　③定員超過・人員欠如していないこと

	
	総合マネジメント体制強化加算Ⅰ
	1,200
	12,000円
	1,200円
	2,400円
	3,600円
	下記の2点を満たす場合に算定される1月あたりの料金加算　①介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②地域における活動への参加の機会が確保されていること

	
	生活機能向上連携強化加算Ⅰ
	100
	1,000円
	100円
	200円
	300円
	介護支援専門員が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成し、計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に算定する料金加算

	
	生活機能向上連携強化加算Ⅱ
	200
	2,000円
	200円
	400円
	600円
	利用者に対して、訪問リハビリテーション事業所等の医師等が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該医師等と連携し、計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に算定する料金加算

	
	科学的介護推進体制加算
	40
	400円
	40円
	80円
	120円
	利用者毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出する。必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって情報その他のサービスを適切かつ有効に提供する為に必要な情報を活用する

	
	サービス提供体制強化加算Ⅲ
	350
	3,500円
	350円
	700円
	1,050円
	次のいずれかに該当する場合に算定される料金加算①介護福祉士40％以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②常勤職員60％以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③勤続7年以上の者が30％以上

	Ⅰ日あたり
	初期加算
	30
	300円
	30円
	60円
	90円
	利用開始から30日までの料金加算

	換算式
	処遇改善加算Ⅱ
	14.6％
	1ヶ月の所定単位数合計　×　14.6％

	
	地域加算
	10.55
	（1ヶ月の所定単位数　+　（①+②+③））×10.55


（サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算、訪問体制強化加算および総合マネジメント体制強化加算につきましては、区分支給限度基準額から除外されます。）
＊端数処理による若干の誤差が生じる場合があります。
（イ）　介護保険以外の諸費用（利用者10割負担分）
	項目
	金額
	内容の説明

	宿泊代
	1日
	2,800
	円
	6部屋約6畳　クローゼット・３エアコン・
照明・カーテン・ベッド付・光熱水費

	食事提供費
	通い
	600
	円
	昼食

	
	
	50
	円
	おやつ

	
	宿泊
	250
	円
	朝食

	
	
	550
	円
	夕食

	洗濯代
	1ネット
	300
	円
	ご利用者及びご家族の希望により提供した場合

	日用品費
	実費負担
	ご利用者及びご家族の希望により提供した場合

	理美容代
	実費負担
	ご利用者及びご家族の希望により提供した場合

	おむつ代
	実費負担
	紙おむつ1枚150円、紙パンツ1枚150円、紙パット1枚50円

	行事食代
	実費負担
	ご利用者及びご家族の希望により提供した場合

	コピー代
	実費負担
	ご利用者及びご家族の希望により提供した場合

	ご自宅以外への送迎費及び交通費
	交通機関使用
	実費
	通常の事業の実施地域以外で、かつ事業所を中心とした半径5ｋｍ以上の地域からのご利用の場合

	
	車使用
	5ｋｍ毎
	600円
	

	通院付添い時の送迎費及び交通費
	交通機関使用
	実費
	宿泊時、通い時に事業所から通院する必要が出た場合

	
	車使用
	1ｋｍ毎
	50円
	


　


11　支払方法等
　ア　利用料は、サービスを実施した翌月10日を目安に請求書を送付します。
同月27日に口座振替を行います。ただし、27日が土曜日、日曜日、休日の場合
は、翌営業日に口座振替を行います。
　イ　口座振替の場合の領収書は、翌月の請求書に同封いたします。
12　協力医療機関
	医療機関・施設名
	所在地
	連絡先

	医療法人社団
中央林間東クリニック
	大和市中央林間4-5-11
NKDビル301
	046-271-2666

	医療法人社団　Oralink
つばめデンタルクリニック湘南
	藤沢市辻堂新町1-16-1青木ビル２F
	0466-33-8417


13　協力施設
	施設名
	所在地
	連絡先

	社会福祉法人　雄飛会
特別養護老人ホーム相生荘
	横浜市泉区新橋町1805番地
	045-813-3131


14　相談窓口、苦情対応 
○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。     

	苦情受付窓口
	管理者　

	
	（電話番号）046-200-3351（FAX）046-200-3353

	
	対応時間　（月～土）　9 :00～17:00

	苦情解決責任者
	総務部長　海谷　和義　　
（電話番号）046-258-9211（FAX）046-258-9212
対応時間　（月～金）　9:00～17:00

	
	


○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。                         

	市町村介護保険相談窓口
大和市介護保険課
	所在地　 大和市下鶴間一丁目1番1号

	
	（電話番号）046-260-5170

	
	（FAX）   046-260-5158

	
	対応時間　（月～金）　8:30～17:00

	神奈川県国民健康保険
団体連合会（国保連）
	所在地　　神奈川県横浜市西区楠町27番地1

	
	（電話番号）045-329-3447

	
	対応時間　（月～金）　9:00～17:00


15　高齢者虐待防止について
　事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり
必要な措置を講じます。
1 事業所における虐待防止のための指針を整備し、虐待防止に関する責任者の
選定を行い、虐待防止委員会を設置します。また、概ね6ケ月に1回以上
開催する事とします。　　　　
　　　　　　　　　　　　　虐待防止に関する責任者　：　事業所管理者　　
2 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。
それらの研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に
努めます。
3 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス体制を整
えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
4 サービス提供中に、当施設の従業者または養護者（家族・親族・同居人等）
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市
町村に通報します。
１6　身体的拘束等の適正化に向けた取り組み
1 当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷
他害等の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して
危険が及ぶことが考えられるときは、利用者・ご家族に対して説明し同意を
得た上で、次に掲げことに留意して、必要最小限の範囲で行うことがありま
す。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容を
記録します。
②　身体的拘束等の適正化を図るための指針を整備し、身体的拘束等の適正化対
策を検討する委員会を3ヶ月に1回以上開催するとともに、介護職員その他
の従業者に周知徹底を図り、定期的に研修を実施します。
１7　業務継続に向けた取り組み
　　　感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して小規模多機能居宅介護サービス提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施する。
１8　感染症の予防及び蔓延防止のための措置
　　　感染症の発生及び蔓延を防止できるよう、下記の措置を講ずる。
1 感染対策委員会の開催
2 感染症及び蔓延防止のための指針の整備
3 感染症及び蔓延防止のための研修及び訓練の実施
4 専任担当者の配置　

　　　　　　　　　　　　感染症防止に関する責任者　：　事業所管理者
西暦　　　　　　年　　　月　　　日

神奈川県平塚市大神5-19-8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　ハートライフケア
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　藤井　克樹　　印
説明者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本利用契約書・重要事項説明書の内容について、説明を受け同意しました。
本書（利用契約書・重要事項説明書）の説明を受け内容を理解したことを確認するため、本書二通を作成し、利用者及び代理人が署名押印の上、事業者と利用者もしくは代理人が各１通を保有する。　　　　　　　　　
利用者        住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 　 
　　　　　　　　
代理人　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 　 
株式会社　ハートライフケア
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